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宮崎県東京学生寮の指定管理者の選定について 

宮崎県総務部財産総合管理課  

 

１ 施設の概要 

施設の名称 宮崎県東京学生寮 

所在地 東京都千代田区九段南４丁目８番２号（宮崎県東京ビル内） 

設置年月日 昭和４７年４月８日 供用開始年月日 
昭和４７年４月８日（旧ビル）  

令和８年１０月１日（新ビル）  

設置目的 
 宮崎県出身者で東京都及びその周辺に所在する大学等の学生に就学の

便宜を図ることを目的とする。 

施設概要 
学生寮 １，２０９．３２㎡   

主な施設：寮室５２室（１部屋１名）、共同自炊室、共同洗濯室 他 

主な施設利用状況 

利用者数 

 Ｒ３年度 ５３名（１年生１７名、２年生１４名、３年生１１名、４年生１１名） 

 Ｒ４年度 ３５名（１年生７名、２年生１３名、３年生７名、４年生７名、院生１名） 

現在の管理運営方法 

東京ビル再整備に伴い、現在休寮中。 

令和４年度まではジャパンプロテクション株式会社が指定管理者とし

て管理運営を行っていた。 

 

２ 指定管理者公募の概要 

募集期間 令和７年７月７日～令和７年９月８日 

指定管理者が行う 

業務の概要 

・学生寮の入退寮手続に関する業務 

・学生寮における寮監業務 

・学生寮の維持及び保全に関する業務 等  

施設の管理運営の 

基本方針 

 入寮者にとって快適な施設の環境をつくるとともに、入寮者の安全の

確保に努め、学生寮の設置目的に沿った効率的で効果的な管理運営を

行う。       

指定管理者の 

選定基準 

・県民の平等な利用が確保されること 

・施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られる

こと 

・事業計画書の内容を確実に実施するために必要な経理的基礎及び管理

能力を有していること 

指定期間 令和８年１０月１日～令和１３年３月３１日（４年６か月間） 

指定管理料基準価格 

（上限額） 

年額３７，３９７千円 

※入寮者が支払う学生寮の寮費については、指定管理者の収入となる。 
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３ 審査方法等 

審査の流れ 

（書類審査） 

・提出された申請書等について、県が募集要領に示した資格要件の適否を

審査する。 

（指定管理候補者選定委員会による審査） 

・外部委員のみで構成する指定管理候補者選定委員会を開催する。選定委

員会では、書類審査を通過した応募者を対象に、各応募者のプレゼンテ

ーション及びヒアリングを行い、審査を実施する。 

（指定管理候補者選定会議による確認） 

・県の施設所管部局等で構成する指定管理候補者選定会議を開催する。選

定会議では、指定管理候補者選定委員会の審査結果を、施設所管課にお

いて選定基準等に基づき評価した結果と照らし合わせ、確認を行う。 

※指定管理候補者選定会議の確認後、県が指定管理候補者を選定する。 

指定管理候補者 

選定委員会 

委員 

委員長 湯田 拓史 （宮崎大学教育学部教授） 

委員 

田中 克弥 （公認会計士南九州会宮崎県部会員） 

間野 寛樹 （宮崎県私立中学高等学校長会副会長） 

加行 進  （宮崎県高等学校ＰＴＡ連合会副会長） 

井上 英彦 （宮崎県ＰＴＡ連合会副会長） 
 

指定管理候補者 

選定会議 

委員 

議長 総務部長 

副議長 総務部次長（財務担当） 

委員 

総務課長 

財産総合管理課長 

行政改革推進室長 
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審査項目・配点 

選定基準 審 査 項 目 配点 

①住民の

平等な利

用の確保 

施設運営に関する基本方針 

10 県が示した管理の基準に対する理解及び対応 

その他（平等な利用の確保に関する提案等） 

②公の施

設の効用

を最大限

に発揮す

る事業計

画 

利用者サービスの向上に関する提案 

30 

利用者増への取組に関する提案 

施設の設置目的の理解 

指定管理者の業務に対する意欲 

利用者満足度把握や苦情・要望対応、運営改善へ

の反映 

その他（施設の効用の発揮に対する提案等） 

③経費の

縮減等 

指定期間内に県が支払う指定管理料の提案額 

10 
業務遂行のための適切な経費の積算 

管理業務の効率化と経費の縮減に関する考え方 

その他（経費縮減に対する提案等） 

④事業計

画を着実

に実施す

るための

管理運営

能力 

業務遂行に必要な体制の確保（適正な組織、人員

配置、責任体制、設置者との連携） 

40 

継続的に安定した運営が可能な財政的基盤（経営

状況） 

過去の類似事業の実績、評価 

リスク管理の具体的対応策 

事業計画及び収支計画の具体性、適格性、実現可

能性 

個人情報保護への対応 

情報公開への対応 

安全管理及び災害時・緊急時等の危機管理への対

応 

その他 

⑤環境保

全への対

応等 

環境保全への対応 

10 地域への配慮 

その他 

合  計   100 
 



 

4 

 

４ 審査結果等 

申請者（応募者） 株式会社ジェイ・エス・ビー（京都府京都市） 

審査結果  

・書類審査を行った結果、申請者は資格要件を満たしていると認めら

れた。 

・指定管理候補者選定委員会を令和７年９月２５日に開催し、書類審

査を通過した者のプレゼンテーション及びヒアリングを実施、審査

を行った。 

審査結果は次のとおりであり、最低基準点（委員合計５００点満

点の６割（３００点））以上である。 

株式会社ジェイ・エス・ビー：４４１．２点 

 

・指定管理候補者選定会議を令和７年１０月２日に開催し、選定委員

会の審査結果を、施設所管課において選定基準に基づき評価した結

果と照らし合わせ、確認を行った。 

選定会議の確認結果は次のとおりであり、最低基準点（１００点

満点の６割（６０点））以上である。 

株式会社ジェイ・エス・ビー：７９．６点 

 

選定結果 

指定管理

候補者 
株式会社ジェイ・エス・ビー（京都府京都市） 

選定理由 

・ 選定委員会の審査及び選定会議の確認の結果、最低基準点を満た

す得点を得たこと。 

・  事業計画等から判断して、公の施設の効用を最大限に発揮し、ま

た施設の運営管理を適正かつ着実に実施する能力を有していると

認められること。 

＜優れた提案内容＞ 

・ 入寮生向けポータルサイトの設置やウェルカムパーティ、住み替

え先相談など利用者サービスの向上に対する提案、及び宮崎県内の

高校に対する広報活動など利用者増に関する提案は、いずれも実現

可能な内容であり、適切であると認められること。 

・ 同社は自社のネットワークや安定した収益基盤を活用して、寮

監の代行要員を確保し、また３カ所の都内拠点からのバックアッ

プ体制を整えるなど、業務遂行に必要な体制が確保されていると

認められること。 
 


